
 

生駒市病院事業計画の見直し時期について 

 

 

生駒市病院事業の設置等に関する条例第４条第３項の規定により、令和６年度は計画の見

直しする年度となります。 

しかしながら、次の理由から、見直し作業を次年度、令和７年度で行いたいと考えていま

す。 

 

（１）「生駒市立病院の今後のあるべき姿」を取りまとめていること 

 

 令和６年度中に、全４回の市民、医療・介護従事者、市立病院職員及び市職員で構成され

るワークショップで、「生駒市立病院の今後のあるべき姿」を取りまとめているところです。 

 なお、取りまとめた内容については、令和７年６月開催の「生駒市立病院開院１０周年記

念式典」で発表することを予定しています。 

 

(２)生駒市立病院の増床整備を計画していること 

 

 令和６年度西和保健医療圏における病床整備計画の募集に対して、公立病院として、「救急

医療」「周産期医療」「小児医療」「在宅医療の後方支援」に更に貢献するために、事前協議書

を提出しました。 

 このことから、増床内容によって病院事業計画の方向性が影響を受けるため、改定作業は

その結果を踏まえて検討することが適当であると考えています。 

奈良県医療審議会への諮問・答申を経て、病床配分の承認が生駒市立病院としまして、２

０床の配分となりました。増床は、小児・周産期分として承認されています。 

なお、配分の通知は令和６年１２月２０日付けで奈良県より発出されました。 

 

  

 （１）及び（２）の項目を盛り込むとともに、令和５年度に策定した「生駒市立病院経営強

化プラン」を踏まえたうえで、計画を見直ししていきたいと考えています。 
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【前回見直し】 

○令和３年９月３日開催第２６回生駒市病院事業推進委員会

「コロナ感染症が急拡大して、医療を非常にひっ迫させている状況下で、計画を見直しづら

いところがある。見直しして次はこうしようと思っても、コロナの感染状況がさらに悪くな

れば、見直しできないという形になる。それであれば、感染状況をみながら、あるいは、国の

方針とかを見て、医療の提供の状況をみて考えていかないといけない。今すぐ早急にこれを

見直すというのは、難しいのではとのことから、ご意見を温めていただいて、別の機会に出

していただいて、見直していきたい。」とのことから、見直しを見送ることの了承を得ました。 

【病院事業計画を見直しすることの根拠条文】 

○生駒市病院事業の設置等に関する条例（平成 21 年 6 月 25 日条例第 23 号）抜粋

(病院事業計画)

第４条 市長は、適正かつ健全な病院事業の運営を図るため、次に掲げる事項を定めた病院

事業計画(以下「病院事業計画」という。)を策定しなければならない。 

(１) 病院事業の基本方針に関すること。

(２) 診療科目、各診療科目の病床数及び診療方針に関すること。

(３) 人員体制及び医療従事者の確保の方法に関すること。

(４) 救急に対する取組に関すること。

(５) 医療における安全管理に対する取組に関すること。

(６) 地域医療の支援に対する取組に関すること。

(７) 病院事業の運営に関する情報の開示及び広報に関すること。

(８) 病院の施設及び附属設備の整備及び改善に関すること。

(９) 今後10年間における病院事業の収支の見通しに関すること。

(10) その他市長が必要と認める事項

２ 病院事業計画は、第18条第1号に係る委員会の答申を尊重したものでなければならな

い。 

３ 市長は、継続的に病院事業が改善されるよう、少なくとも3年ごとに病院事業計画を見

直さなければならない。 
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